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自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得）

株式会社 大分銀行（頭取 姫野昌治）は、平成２６年１２月２日開催の取締役会において、会社法第

１６５条第３項の規定により読み替えて適用される同法第１５６条の規定に基づき、自己株式取得に係

る事項について決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

１. 自己株式の取得を行う理由

株主の皆さまへの利益還元を通じて株主価値の向上を図るために、自己株式の取得を行うものです。

２. 取得に係る事項の内容

(１) 取得する株式の種類 普通株式

(２) 取得する株式の総数 ６，５００，０００株（上限とする）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 ４．０２％）
ただし、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有している株式は自己株式から除く。

(３) 株式の取得価額の総額 ３，０００，０００，０００円（上限とする）
なお、市場動向等により一部または全部の注文の執行が行われない場合

がある。

(４) 取得期間 平成２６年１２月３日～平成２７年７月３１日

(５) 取得の方法 市場買付

（ご参考）

１. 当行は、平成２６年１２月２日開催の取締役会において２０１９年満期ユーロ米ドル建取得条項付

転換社債型新株予約権付社債の発行を決議しております。

２. 平成２６年１１月３０日時点の自己株式の保有

発行済株式総数（自己株式を除く） １６１，３８７，７７５株

自己株式数 １，０４８，５６７株
ただし、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有している５７２，０００株は自己株式から除く。

以 上


